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重要伝統的建造物群保存地区選定の流れ

保存条例制定の文化庁長官への報告（文化財保護法第
１４３条） （文化財保護法第１４３条第４項）伝統的建造物群保存

地区保存条例の制定 市町村伝統的建造物群保存地区保存審議会の設置

市町村伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見
聴取
〔都市計画区域内〕都市計画法に定める手続（市
町村）
〔都市計画区域外〕都市計画法の手続に準じた手
続（市町村教育委員会）

伝統的建造物群保存
地区の決定 告示

（文化財保護法第１４３条第４項）文化庁長官への報告

（文化財保護法第１４４条）市町村から文部大臣
への選定の申出

現地調査（文化財としての価値を調査）
候 補 地 区 調 査 ＊必要に応じて都道府県・市町村の協力

＊所有者等関係者の立会い
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